
同居近居促進事業および新婚世帯移住促進事業は
平成31年度が実施の最終年度となりますお知らせ市税がスマートフォンで納付できますお知らせ

危険ブロック塀等
撤去費補助金制度お知らせ

市役所の組織を
変更しましたお知らせ

広 告 相続の手続き・申告・生前対策などは地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。
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申請の流れ
① 交付申請書に新居となる住宅の売買契約書や賃貸

借契約書等の写しを添えて、郵送または直接下記
へ（引っ越しが完了する前、または家具等を購入・
設置する前に申請する必要があります）

② 市からの交付決定後、引っ越しや家具等の購入・
設置を行う

③ 実績報告書に住民票、戸籍全部事項証明または戸
籍謄本、引っ越し費用や家具等の購入・設置費用
に係る領収書の写しを添えて、
郵送または直接下記へ

問 い合わせ
　〒350－1292
　大字南平沢1020番地
　政策秘書課政策推進担当

　４月から、市の行政組織が変わりました。
　主な内容は、次のとおりです。
３月まで
○福祉政策課　福祉政策担当
○社会福祉課　生活福祉担当・障がい福祉担当
４月から
○生活福祉課　地域福祉担当・生活支援担当
○障がい福祉課　障がい福祉担当・支援推進担当
※窓口の場所の変更はありません。
問い合わせ
　政策秘書課企画調整担当

　ブロック塀等の倒壊は、通行人への被害や緊急
車両などへの支障をきたす恐れがあるため、ブロ
ック塀等の撤去に対する費用の一部を補助します。
期間　平成33年度末まで
対象　道路に面した危険ブロック塀等の所有者ま

たは管理者
補助内容　撤去費用の２分の１（上限10万円）
※補助には一定の条件があります。詳しくは、市
ホームページ、またはチラシをご覧になるか、下
記へお問い合わせください。
問い合わせ　危機管理課防災防犯・消防担当

対象税目
　市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税、国民健康保険税
納付方法
　PayＢ納付をするためには専用アプリをダウンロ
ードし、事前の登録が必要です。１度登録すれば、
アプリで納付書のバーコードを読み込むだけで納付
できます。

【登録】
① アプリストアで「ペイビー」と検

索、またはPayＢホームページの「利
用可能先一覧」からご利用の金融機
関のアプリをダウンロードします。
QRコードを読み取るとPayＢホー
ムページにアクセスできます。　

② アプリの案内に従い、氏名・生年月日・口座情報
などを登録します。

【納付】
①アプリを開き、納付書のバーコードを読み込む
② 任意の暗証番号を入力すると、納付が完了し、登

録した口座から即時で引き落とされる
※PayＢとはビリングシステム（株）が提供するサー
ビスです。
※取扱金融機関はPayＢホームページでご確認くだ
さい。

注意事項
○領収書は発行されません。
〇 市で納付の確認ができるまでに、１週間から１か

月程度を要する場合があります。納税証明書が必
要な場合はご注意ください。

○ 市税の口座振替を申し込まれている人は、口座振
替を廃止する手続きをお願いします。口座の廃止
を希望する場合は、収税課へご連絡ください。

○ 市役所、金融機関等の窓口やコンビニエンススト
アでは、PayＢ納付することはできません。

〇 登録した口座に設定されている１日あたりの取扱
上限金額を超えてのご利用はできません。取扱上
限金額は、登録した各金融機関にお問い合わせく
ださい。

〇 納付に係る手数料は無料ですが、アプリのダウン
ロードおよび利用に係る通信料は本人負担となり
ます。

※その他、PayＢホームページまたは各取扱金融機
関のホームページに出ている注意事項をよくお読み
ください。
軽自動車税の納付はご注意ください
　軽自動車税をPayＢ納付した場合、「継続検査用
納税証明書」はご自身で交付申請していただく必要
があります。必要な人はPayＢ納付せず、金融機関
等の窓口やコンビニエンスストアでの納付をお勧め
します。

　市税の納付方法は、「金融機関・市役所窓口納付」「口座振替納付」「コンビニ納付」「クレジットカード納
付」がありますが、スマートフォンの専用アプリPayＢ（ペイビー）を利用した納付ができるようになりまし
た。銀行からお金を下ろす必要がなく、好きなときに納付ができるので大変便利です。
問い合わせ　収税課収税担当（１階⑪番窓口）

対 象要件　市外から転入する新婚の夫婦（婚姻の日
から３年以内）で、次の要件を全て満たすこと

① 継続して１年以上市内に居住する見込みのあるこ
と

② 夫婦の合計年齢が70歳未満であること、または
夫婦と同居するお子さんが12歳未満であること

③ 多世代家族同居近居促進事業補助金の交付を受け
ていないこと

④ 夫婦の世帯全員が、申請日の１か月前時点におい
て市外居住者であること

⑤夫婦の世帯員に暴力団員を含まないこと
補 助対象経費・補助額
　引っ越し費用や新生活に必要な家具等の購入・設
置費用を補助対象経費とし、３万円を限度に補助し
ます。

対象要件　次の要件を全て満たすこと
①子世帯（補助対象者）
　 子どもと同居している世帯（出産予定で母子健康

手帳を有する場合を含む）で、１年以上前から市
外に居住し、平成32年３月31日（火）までに市内
に転入しようとしていること

※申請時に市内在住である世帯は対象になりません。
②親世帯
　 子世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかの親

が、継続して５年以上市内に居住していること
③住宅
○ 補助対象者が初めて市内に取得する住宅であるこ

と
○ 平成32年３月31日（火）までに補助対象者の所有

権に関する登記が完了できる見込みであること
④その他
○ 継続して５年以上同居または近居をする見込みが

あること
○ 親世帯、子世帯において市税の滞納がないことな

ど

補助金額等
　新築住宅は100万円、中古住宅は50万円を限度
に補助します。
基本補助額
○新築住宅　50万円
○中古住宅　30万円
加算額
○15歳未満の子どもを扶養し、同居　20万円
○市内建築業者による新築住宅　10万円
○土地区画整理事業地区内の新築住宅　20万円
申請方法
　申請書に必要書類を添えて、直接下記へ
※詳しくは、市ホームページで確認するか、下記へ
お問い合わせくだ
さい。
問い合わせ
　 都市計画課計画

推進・企業誘致・
住宅政策担当

市内で新生活を始める新婚夫婦を支援しています

親世帯と同居近居するための移住を支援しています
　多世代家族が支え合うことで、「子育て」や「介護」などの各世代が抱える不安を軽減するとともに、市
外で暮らす子育て世代などの移住を支援するため、市内に住む親世帯と同居または近居のために市内に住宅
を取得し転入する子世帯に対し、住宅取得に要した経費の一部を補助する「同居近居促進事業」を実施して
います。

　結婚に伴って市内で新生活を迎える夫婦に、市の魅力や価値を実感していただき、定住を促すきっかけと
するため、引っ越し費用や家具等の費用の一部を補助する「新婚ウェルカム住まいる事業」を実施しています。

Pay Ｂ
ホームページ
QR コード


